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１ 児童のメンタルケア医療に従事する医師の確保を求める意見書（案）について 

 

２ 報告事項 

【子ども部】 
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児童のメンタルケア医療に従事する医師の確保を求める意見書（案） 

 

 近年、学校や家庭環境、SNSを介した人間関係、コロナ禍を経た社会変容など、児童を取り巻く環境は

多様化・複雑化しています。また、児童のメンタルヘルスの問題も深刻化しており、不登校や子どもの自殺

者数の増加といった社会問題の原因ともいわれています。 

 こうした状況の中、地域医療における児童精神分野の需要は高まっているものの、専門医の育成や医療

機関の不足は全国的な課題となっています。 

これらの解決には、千代田区単独での対応には限界があり、国、都による広域的な施策展開、支援が不

可欠です。 

 

つきましては、国、東京都に以下2点を要望いたします。 

 

１ 専門医の確保を図ること 

 メンタルヘルス医療では、一般的に診察時間も長く、継続的な診療が必要となるため、限られた医療機関

で対応している現在の状況下においては、メンタルケアを必要とする児童が受診までに時間を要すること

もあります。児童のメンタルケアには早期発見と適切な治療が重要であり、従事する専門医の確保は喫緊

の課題です。 

 

２ 専門医の育成体制の強化を図ること 

 児童のメンタルヘルス医療体制を地域で確保していくためには、専門医の確保とともに、その育成体制も

同時に強化することが重要です。そのためには、国・都道府県といった広域での育成スキームの構築が必

要です。 

 

よって、千代田区議会は、児童の健全な成長、区民が安心できる地域社会の実現に向けて、国、東京都

が児童のメンタルケア医療に従事する医師の確保、育成のための施策をより推進することを求めます。 

 

以上、地方自治法99条の規定に基づき、意見書を提出します。 

 

令和   年   月   日 

千代田区議会議長 名 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣 

厚生労働大臣 

東京都知事 あて 



給付型奨学金事業について 

 

１ 事業目的 

  千代田区で育ち高い志をもつ子どもが、経済的な背景に関係なく学業に専念できる環

境を整え、もって優秀な人材の育成を目的とする。 

 

 （該当する分野別計画）子育て・教育ビジョン 

  ４ 予測困難な未来を切り拓くことのできる人材の育成 

 

２ 対象 

  ・千代田区内に在住する大学・専修学校等（文部科学省が公表する高等教育の修学支

援新制度の対象機関リストに掲載のあるもの。以下「確認大学等」という。）の進学予定

者 

・学業成績が優秀で、高い学習意欲があるもの 

※申請にあたっては、所得制限は設けない。 

 

３ 応募資格 

① 申請者（学生本人）が千代田区に３年以上居住しているもの 

② 確認大学等に入学予定であるもの 

③ 高等学校等を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から初めて大学等へ入学す

る日までの期間が２年を経過していない（２浪まで申請可能） 

④ 成績について５段階評価で 4.0以上であること。ただし、要件を満たす学校の生徒

は 3.5もしくは 3.8とする 

⑤ 学校長の推薦を得られるもの 

⑥ 申請日時点で 20歳に達する日以後の最初の３月 31日を経過していないこと 

⑦ 日本国籍もしくは特別永住権等の資格を有していること 

 

４ 募集人数・給付内容 

 （１）募集人数 

    15名 

 （２）給付内容 

    80万円（前期 40万円、後期 40万円） 

    20万円（入学時のみ） 

 （３）対象経費 

①授業料・施設整備費・教育充実費の実費相当額もしくは 80万円（半期 40万円）の

少ない方を上限として給付とする。 

②入学初年度の入学料については、実費相当額もしくは 20 万円の少ない方を上限と
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して給付する。 

 （４）給付期間 

確認大学等の正規の修学年限（最短修業期間）において、予算の範囲で給付する。 

※留年・退学した場合は留年・退学月までの給付とし、過支給分については、月割

りで返還いただく。 

 （５）申請受付期間（予定） 

    令和７年７月 20日～８月 20日 

 

５ 選考方法 

 （１）奨学金候補者選考委員会の設置 

    （仮称）千代田区給付型奨学金候補者選考委員会設置要綱に基づき選考委員会を

設置し、奨学金候補者を選考する。 

 （２）委員構成 

    教育委員会事務局幹部職員 子ども部長 

                 教育担当部長 

                 子ども総務課長 

                 指導課長 

                 学務課長 

    外部委員         学識経験者 

 （３）審査方法（詳細は非公表とする。） 

    成績表、推薦状、学習計画レポートによる書類審査や筆記試験、個別面接を行い

総合的に判断し、上位 20名程度を奨学金候補者名簿に記載する。 

 （４）審査期間 

    令和７年９月～11月の間に行う。 

    令和７年８月   要件審査 

        ９月   筆記試験（英・数もしくは英・国）及び成績表、推薦状審査 

        10月   学習計画レポート審査及び個別面接 

        11月   奨学金候補者名簿作成 

 

６ 奨学金候補者の決定 

  千代田区給付型奨学金候補者選考委員会から提出された奨学金候補者名簿を踏まえ決

定する。まず募集人数分を奨学金候補者として決定し、辞退者（浪人希望等）が出れば

順次次点（16位以降）を繰上げる。 

 

７ 奨学生の決定 

  進学先等が決まった奨学金候補者から申請があった場合には、合格証や授業料等が分

かるものなど提出いただき、その内容を審査のうえ予算の範囲内において、奨学生とし

て決定しかつ給付の決定を行う。 



なお、複数合格しても入学料及び前期授業料の給付は一度のみとする。給付前には、

第一志望先や浪人する可能性の有無など、十分なヒアリングを行うこととする。 

 

８ 奨学生の要件 

奨学生は、次に掲げる要件を備えていなければならない。 

（１） 奨学金生もしくはその生計維持者が引き続き千代田区に住所を有すること。 

（２） 高等教育の修学支援新制度における多子世帯区分における授業料等の免除を受け

ていないこと。 

（３） 確認大学等において、引き続き在籍していること。 

（４） 確認大学等において、正規の修業年限で卒業もしくは修了できる成績を有してい

ること。 

  奨学生が、次の要件に当てはまる場合は、以下のような対応※1を行う。 

①修得単位数の合計数が標準単位数※2の 7割以下である場合 警告 

②正規の修業年限で卒業できないこと（卒業延期）が確定した場合 廃止 

 

※1 警告：奨学金の給付は行う。注意喚起のうえ、状況報告書の提出を求める。 

   廃止：奨学生として廃止の決定をする。 

なお、傷病その他やむを得ない事情により休学し、正規の修業年数では卒業できなくな

った場合は除く。 

また、偽りその他不正の手段により奨学金の給付を受けている場合は、即時廃止する。

悪質な場合は、返還を求めることがある。 

※2 標準単位数：卒業・修業に必要な単位数 / 正規の修業年数 ＝ 各年における

標準単位数 

 

（５） 区の求めに応じて、区政に協力することに努めること。 

    （例：検討会委員就任、区政モニター等への協力） 



 

                              

 

子どもの遊び場夏季対策について 

 

１ 目的 

夏場において、運動を中止する必要のあるＷＢＧＴ（暑さ指数）が３１以上になる日

数が増えている。公園や学校の校庭を始めとした屋外において、子どもたちが身体を動

かして遊ぶには熱中症などが懸念される。 

そのため、夏休み期間中に区立小学校の体育館を利用し、子どもたちが冷房の効いた

快適な環境で身体を動かすことができる場を提供することを目的とする。 

 

２ 実施場所 

（１）九段小学校 地下２階体育館（三番町１６） 

〇時間 平日 ：９時～１０時３０分 

〇日程  ７月２２日（火）～８月２９日（金） 

       ※土日祝日、８月１日、８月４日、１８日～２０日は終日中止 

        〇実施日数 ２３日 

 

（２）お茶の水小学校 地下２階体育館（神田猿楽町１－１－１） 

〇時間 平日 ：９時～１０時３０分 

〇日程 ７月２２日（火）～８月２９日（金） 

       ※土日祝日、８月２０日は終日中止 

〇実施日数 ２７日 

 

（３）旧九段中学校 ２階体育館（富士見１－１－６） 

〇時間 平日    ：９時～１７時 

       土日祝日 ：１３時～１７時(９時～１３時は中高生対象) 

〇日程  ７月２１日（月）～８月３１日（日） 

       ※７月２３日、８月２７日は午前中止 

    〇実施日数 ４２日 

  

３ 対象 

 区内在住の小学１年生～６年生（但し、小学３年生以下はグループに１人、大人同伴） 

  ※旧九段中学校は幼児も対象 

 

４ その他 

  旧九段中学校を除く子どもの遊び場事業(屋外)については熱中症予防の観点及び、昨

年度の中止率を踏まえ７月～９月の間中止とする。 
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区立中学校、中等教育学校前期課程における３５人学級の実施について 

 

 

１ 概要 

  公立小学校の学級編制については、一人ひとりの教育的ニーズに応じたき

め細かな指導を可能とする指導体制を整備することを目的とした法改正によ

り、令和３年度から段階的に４０人から３５人に引き下げてきたところで

す。 

この度、東京都から公立中学校、中等教育学校前期課程（以下「中学校

等」という。）における３５人学級の実施についても令和８年度から段階的に

実施する旨の通知がありました。 

そのため、令和８年度以降の中学校等の学級編制については、次のとおり

の実施を考えています。 

 

２ 実施内容 

  令和８年度から段階的に、中学校等において３５人学級を実施 

 

実施年度 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 

実施学年 中１ 中２ 中３ 

 

※学級編制の標準の段階的引き下げによる経過措置 

年度 １年 ２年 ３年 

令和８年度 35 40 40 

令和９年度 35 35 40 

令和 10年度 35 35 35 

 

   

教 育 委 員 会 資 料 ３ 

令 和 ７ 年 ７ 月 ２ 日 



- 1 - 

 

 

 

 

令和６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果等について 
 

 

 

 

１．全国体力・運動能力、運動習慣等調査（1964年より実施（現行の形式は 2008年度より）） 

 

（１）対象 

全国の小学校５年生、中学校２年生全員 

 

（２）調査項目（実技） 

   小学校：握力（筋力）、上体起こし（筋力・筋持久力）、長座体前屈（柔軟性）、 

反復横跳び（敏捷性）、20ｍシャトルラン（全身持久力）、50ｍ走（走力）、 

立ち幅跳び（瞬発力）、ソフトボール投げ（投力・巧緻性）計８種目 

   中学校：握力（筋力）、上体起こし（筋力・筋持久力）、長座体前屈（柔軟性）、 

反復横跳び（敏捷性）、20ｍシャトルラン（全身持久力）【持久走の選択も可】、 

50ｍ走（走力）、立ち幅跳び（瞬発力）、ハンドボール投げ（投力・巧緻性）計８(９)種目 

   ※併せて、小・中学校ともに、生活習慣や食習慣、運動習慣等に関するアンケート調査も実施 

   ※高等学校は、本調査の対象外 

 

（３）全国・東京都・千代田区の比較 

   ※全国平均点を 50とする（赤線部）。 

   ※男女とも、一番右側のグラフが体力合計点を示している。 

   

上体起こし、長座体前屈を除いて全国平均を上回る。特に反復横とび、50m走で全国平均を大きく上 

   回った。 

50.3 
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実技調査T得点（男子）

東京都 千代田区 全国
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長座体前屈、ソフトボール投げを除いて全国平均を上回る。特に反復横とびは全国平均を大きく上

回った。体力合計点は都及び全国の平均値を上回る。 
 

   

ソフトボール投げを除き、全国平均を上回る。特に反復横とび、50m走は全国平均を大きく上回った。 

 

   

上体起こし、反復横とびのみ全国平均を上回る。体力合計点は都とは同じ平均値、全国からは平均 

値を下回った。 
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反復横とび、50m 走、立ち幅とびで全国平均を上回る。体力合計点は都及び全国の平均値を下回る。 

 

   

長座体前屈、50m走、立ち幅とび、ハンドボール投げで全国平均を上回る。特に長座体前屈、立ち幅

とび、ハンドボール投げは全国平均を大きく上回った。体力合計点は都の平均値を上回るものの全国平

均値を下回る。 

 

   

反復横とび、50m走、立ち幅とびで全国平均を上回る。体力合計点は都の平均値を上回るものの全

国平均値を下回る。 
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長座体前屈、反復横とび、立ち幅とびで全国平均を上回る。それら３項目については全国平均を大き 

く上回った。体力合計点は都の平均値を上回るものの全国平均値を下回る。 

 

（４）結果と分析 

       令和５年度の千代田区の結果と比較すると、小５男女、中２女子は低下、中２男子は上昇となった。

質問紙による調査では、総運動時間においては、東京都や全国平均より少なく、体育等の時間も含め、

運動時間や運動の機会を増やしていく必要がある。 
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２．５歳児の運動能力に関する調査（1980年度より３年ごとに実施（区で別途毎年実施）） 

 

（１）対象 

   東京都の公立幼稚園・こども園に在籍する５歳児（区調査として、区立保育園にも同様の調査を実施） 

 

（２）調査項目 

   25m走（走力）、立ち幅跳び（瞬発力）、ソフトボール投げ（投力・巧緻性）、 

体支持持続時間（筋力・筋持久力）、両足連続跳び越し（敏捷性） 

   ※併せて、区調査として、生活習慣、運動習慣等に関する保護者アンケート調査も実施 

 

（３）東京都（Ｒ４）・千代田区（Ｒ６）・幼稚園・こども園（Ｒ６）の比較 

※令和４年度の東京都の調査結果と比較し、上回っている数値：緑 下回っている数値：赤 

東京都（Ｒ４）と同数値：青で示している。 

調査項目 
都 

（R4） 
区 

（R6） 
麴 九 番 茶 千 昌 い ふ 

２５ｍ走（秒）（走力） 6.5 6.5 6.7 6.5 6.5 6.7 6.0 6.5 7.6 6.1 

立ち幅跳び（cm）（瞬発力） 101.3 100.8 95.8 117.5 96.0 112.2 114.7 98.3 88.8 102.3 

ソフトボール投げ（m） 
（投力・巧緻性） 

5.0 5.2 5.2 5.9 4.2 6.9 4.6 4.8 5.2 6.１ 

体支持持続時間（秒） 
（筋持久力） 

38.9 38.3 41.8 61.8 61.8 32.3 29.3 19.2 45.1 42.１ 

両足連続跳び越し（秒） 

（俊敏性） 
6.3 5.6 5.2 4.8 5.2 5.2 5.7 6.4 6.2 4.9 

※東京都は３年ごとに実施しているため今年度の東京都の実施データはなし。次回は令和７年度実施 

 

（４）保護者対象質問紙調査（生活・運動習慣等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和４年度は本質問項目なし 

コロナ禍を過ぎてからは民間スポーツクラブに
所属していない幼児は増加傾向にある。 

ひと月のうちに外遊びをほぼしない幼児は増加
傾向にある。 

平日に外遊びをしている児童は減少傾向にある。 
土日に外遊びをしている幼児は増加傾向にあ
る。※月に８日ある土日のうちの２日外遊びをし
ているという回答が多い。 

（％） 
（％） 

（％） （％） 
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（５）結果と分析 

〇５歳児は、５調査項目のうち２調査項目で令和４年度の東京都の平均を上回っている。 

〇両足連続跳び越し（俊敏性）については、区内８園中、７園が都の平均を上回っている。 

〇保護者対象質問紙調査①において、民間のスポーツクラブへ所属していない幼児は 61.8％と過去５

年間と比較しても大きな差はない。 

〇保護者対象質問紙調査②及び③において、外遊びをしていない幼児が増加している。 

   〇保護者対象質問紙調査⑤において、平日のテレビの視聴時間が増えていることから、外遊びをしてい 

ない幼児が増えている理由としてテレビの視聴時間が増えていることも考えられる。 

 

３．今後の対応 

今後も引き続き、学校園において、自分の健康に関心をもち、体力を高め、運動習慣を身に 

  付けることができるよう、特に以下の点において、各園の取組を指導・助言していく。 

   

〇外遊びの推進 

   運動や遊びの用具・ルールの工夫をして遊び及び運動意欲を高める。 

○コオーディネーショントレーニングの推進 

多様な遊びや運動への意欲向上に向けての取組を継続する。 

○生活リズムチェック表などの活用 

   保護者への啓発として、生活リズム（テレビの視聴時間や運動時間の増加など）を振り返り、見直して 

いくことを推進する。 

 

 

２時間以上のテレビ視聴時間は増加傾向にあ
る。 

（％） 



自立支援センター千代田寮の閉鎖について 

 

１ 事業概要 

  特別区と東京都は、路上生活者等の一時的な保護及び就労による自立など、路

上生活からの社会復帰に向けた支援を行うため、生活困窮者自立支援法及び都

区間の協定に基づき、「路上生活者対策事業」を共同で実施している。 

本事業の実施拠点として特別区のブロックごとに、持ち回り制により自立支援セ

ンターを設置しており、第 1 ブロックでは令和２年８月から千代田区の神田橋公園

内に設置している。また、本センターの円滑な設置、管理・運営のため、地域住民や

関係機関との連絡・協議を行う「地域連絡協議会」を定期的に開催している。 

今般、令和７年８月をもって自立支援センター千代田寮は閉鎖され、中央区へ移

管される。 

 

 
 

２ 自立支援センター千代田寮概要 

設置主体 東京都 

費用負担 １：１＝東京都：特別区 23 区 

運営主体 特別区人事・厚生事務組合 

設置場所 千代田区神田錦町一丁目 29 番地 神田橋公園地内 

設置期間 令和２年８月 ～ 令和７年８月 

定員 70 名 

床面積 1,304.83 ㎡ 

構造 鉄骨造 ３階建 

 

 

保健福祉部資料１ 
令和７年７月２日 



３ 事業実績（令和６年度） 

（１）巡回相談事業 

2,255 人、3,908 回 

 

 〇路上生活者そのものは減少傾向であるが、事前の情報提供に基づくア

ウトリーチを効果的に行うことで、件数は増加傾向にある。 

 

（２）緊急一時保護事業、自立支援事業 

 緊急一時保護 自立支援 

入所者 147 人 ６人 

退所者 40 人 117 人 

     

〇入所者の年齢層は、50 歳代までが約８割。若年層が増加傾向。 

〇入所者の路上生活期間は、１か月未満が約半数、１年未満で約８割。

ネットカフェやカプセルホテルなどで生活していたが、手持ち金が尽き

てしまった方が増加している。 

 

４ 今後のスケジュール 

令和７年８月３日 千代田寮閉鎖 

 ※最大１週間程度遅れる可能性あり 

令和７年８月４日～８月末 千代田寮内の備品撤去 

令和７年９月～令和８年２月 千代田寮解体工事 

令和８年３月以降 公園整備工事 

 

【退所理由】 
就労自立  56 人 
生活保護  27 人 
その他   74 人 


